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再    開  （午後  １時３０分）  

 

○議  長  

 皆さん、こんにちは。  

 ただいまの出席議員は１０名で定足数に達しておりますので、これより平成

３１年平群町議会第１回定例会を再開します。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおりでありま

す。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 一般質問は９名の議員から提出されており、一昨日に６名の議員の一般質問

が終わっております。本日は３名の議員の質問を順次許可いたします。  

 まず、発言番号７番、議席番号５番、稲月君の質問を許可します。稲月君。  

○５  番  

 議席番号５番、稲月敏子です。先般通告させていただいていますように、大

きく３点にわたって質問をさせていただきます。  

 まず１点目、感震ブレーカー設置に助成を実施し、推進を。  

 南海トラフ地震が今後３０年以内に発生率７０％、５０年以内には９０％と

公表をされまして、平群町でも震度５から７の予想もされております。大地震

発生時に被害をできるだけ少なくしていく、そのために建物火災、火災延焼を

防ぐことが重要となっております。  

 中央防災会議は２０１３年１２月に地震時の火災発生防止に感震ブレーカー

が有効的であることを表明いたしました。経産省は著しく危険な密集地市街地

の住宅等への感震ブレーカー設置が勧告的事項とされ、それ以外の住宅等へは

設置が推奨的事項となっております。  

 感震ブレーカーは設定値以上の揺れを感知したときに、例えば震度５が目安

になるみたいですけれども、そうしたときにブレーカーやコンセントなど電気

を自動的にとめる器具であり、地震がおさまって電気が復旧したとき、通電し

たときに倒れたストーブなどによる二次災害の危険を回避するものでありま

す。  

 全国では多くの自治体、特に関東地方が多いようですけれども、設置助成が

実施され設置を進めておられます。本町でも災害に強い町、減災の町という観

点で感震ブレーカー設置助成を実施していく考えはありますか、お伺いをいた
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します。  

 ２点目、自治会とボランティア活動中における事故に対応する保障制度につ

いて。  

 各大字で行われております自治会活動や住民のボランティア活動（公園等の

草刈り、公道沿いの樹木の伐採、防犯や防災、相互扶助など）さまざまな活動、

こういった活動中に疾病、またはけがで救急搬送されるなどがこの間発生して

きております。ボランティア保険に加入するなどの措置をそれぞれで講じ、財

政的にも自治会や個人負担をしておられることが多いのではないでしょうか。

これらの活動には自治体が本来的には担っていかなければならないことも多く

含まれている、こういうことなどから考えると、町が保険料や事務手続など負

担をしていく、こういった制度が必要ではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。  

 ３点目です。自衛官募集に関する本町の状況、考え方について。  

 ２月１３日の国会の予算委員会において、安倍首相は６割以上の自治体から

自衛隊募集に必要となる協力が得られていない、このような状況に終止符を打

つためにも、自衛隊の存在を憲法上明確に位置づけることが必要ではないかと、

このように述べられ、大変大きな波紋を広げているところでございます。そこ

で、この首相発言に対して、関連してお尋ねをいたします。  

 一つ目、平成２７年１２月議会で私の質問に対して、「本町では適齢者名簿は

自衛隊に提出はしていない。住基台帳の閲覧、そして書き写しを認めている」

このように答弁をされたと記憶しておりますが、今現在も同様の対応をされて

おられますか、お尋ねします。  

 二つ目、この首相発言は憲法に自衛隊が明記されれば、地方自治や個人情報

保護など人権よりも国防が優先され、適齢者名簿提出を強制できると受け取れ

ますが、このような状況になることを町当局はどのように思われますか、お尋

ねします。  

 三つ目、過去、第二次世界大戦時には役場の職員の皆さんは召集令状を作成

され配達し、そして若者を戦場に送り出す、こういった役割を担ってまいりま

した。そして、多くの戦死者を迎えることとなりました。今、安保法制が施行

された現在、自衛隊の主任務は災害救助ではなく、海外派兵となってしまって

います。首相が望む適齢者名簿を提出するということは、過去のつらい歴史を

繰り返すことにつながっていくと私は考えますが、町長のお考えはいかがでし

ょうか、お伺いをいたします。  

 この３点について、明確な御答弁をお願いいたします。  

○議  長  
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 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな１点目の感震ブレーカー設置助成の実施についての御質問

にお答えをさせていただきます。  

 阪神・淡路大震災や東日本大震災など大規模地震における火災原因の半数が

電気によるものとなっており、今後発生が予測される南海トラフ巨大地震での

災害被害を減らす上で、感震ブレーカーの設置は有効な減災対策であると考え

ております。ただ、議員御指摘の感震ブレーカー設置助成については、現在の

町の財政状況のこともあり、町で単独で実施するということは大変難しいとい

うふうに考えております。  

 ただ、現在、我々防災の出前講座にも行っております。そのときにも自助・

共助の観点から、災害時の電気火災の危険性や感震ブレーカーの有効性などに

ついては啓発も努めておりますし、次年度におきましては平群町の自主防災組

織連絡協議会において、関西電気保安協会により電気火災や感震ブレーカーに

関する講演会も予定をしております。今後も町のホームページや広報におきま

しても情報を掲載するなどして、広く住民の方に普及啓発は努めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 昨日も、そんな大して大きな地震ではなかったですけれども、地震が発生し

ましてどきっとしたわけです。これが大きな地震だったら本当にどうしようと

いうふうに皆さん、戦々恐々としておられるところではないかなというふうに

思います。防げるものなら防いでいこう、少しでも減災の観点でね、やっぱり

前向きに検討していただきたいというふうに思います。それほど高いものでは

ないというふうに、私もそれほど詳しいわけではありませんが、簡易なもので

あれば数千円で設置ができるというようなこともあります。特に高齢者の世帯

とか障がい者の世帯などには、東京ではそういった世帯には無料で自治体が設

置をするとか、お貸ししていくというような、そういう制度も関東圏では実施

されているというふうにお聞きしております。本当に人命の尊重、この立場か

ら、ぜひとも考えていくというふうにしていただきたいなと。今すぐ、即来年

の予算につけてとは申しませんので、ぜひともできるような方向で御検討いた

だきたいなというふうに思います。  

 啓発についてはしていこうというふうに積極的な御答弁もいただいておりま
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す。そんなに難しい実行ではないし、家庭では高いものでも５万円ぐらいで、

ブレーカーの本体のところで操作をしていく部分なんかではできるということ

なんで、設置を進めていただければ、またそんなことならやれるなというふう

に進んで実施される家庭もふえてくるかなというふうにも思います。それをう

んとふやしていくためには、やはり助成制度というのをつくれば、それだけ皆

さんも関心を持たれて経済的にも助かるわけで、そういったことが進んでいく

のではないかというふうに思いますので、ぜひとも積極的に取り組んでいただ

きたいというふうに思います。これはこれで結構です。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、稲月議員２点目の御質問でございます。  

 自治会活動における保障制度についてということでお尋ねをいただいており

ます。自治会独自での活動に対する補償保険等につきましてお答えを申し上げ

たいと存じます。  

 現在、各自治会におきましては、まちづくりの根幹となるような地域活動と

いたしまして、コミュニティーづくりの取り組みや自主防災、防犯活動、また

地域の住環境の整備ということで、公園などの草刈りや樹木の剪定など自治会

で対応していただいてることも承知しており、まことに感謝を申し上げる次第

でございます。  

 町が事業実施主体として実施をしております各種事業や、また委嘱等により

まして各自治会の方に業務をお願いしておるものにつきましては、万一、参加

いただいた方が事故に遭われた場合の補償については、町で加入しております

保険等で対応ができることになりますが、自治会が独自で自主的に行われてい

る行事においては、事故が起こった場合におきましても町の保険の対象とはな

らないというのが現状でございます。  

 このことを踏まえまして、あくまでも加入等につきましては任意ではござい

ますが、自治会活動における事故などの保険対応といたしまして、各保険会社

で取り扱いをしております自治会活動保険の御案内を行っております。まず事

務的なサポートといたしまして、今年度については去る５月１２日に開催いた

しました総代自治会長会議におきましてリーフレットの配布等、保険内容につ

いても説明の場を設けたところであり、その後、個別の問い合わせにつきまし

ても対応させていただいておるところでございます。また、既にこの自治会活

動保険に加入をされておられる自治会もございます。また、保険料につきまし

ても、補償内容や自治会員の数によって変動いたしますが、１，０００円程度
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から加入できる比較的安価なものもございます。  

 次に、町が保険料を負担する制度についてのお尋ねでございますが、現在、

各自治会に対して自治会運営に必要な費用の一部を助成する制度といたしまし

て、自治会運営補助金を交付しており、保険費用等の事務費用につきましては、

この運営補助金を充てていただくのが本意ではないかと考えておるところでご

ざいます。自治会保険だけを抽出した新たな補助制度の創出につきましては、

現時点では困難かなというふうに考えておるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 自治会の活動については、きのうも広報の自治会配布というのもかなり難し

くなってきている問題とか、自治会活動の困難性というのも出てきてる昨今で

はあります。やっぱり住民自治を大事にしていく、そしてそこでの自主的な活

動を大いにやっていただく、それが行政と一体になって活動を実施していただ

くことが自治体として大きく前進していく、こういう時代でありますので余計

に大切になっている、そんな時期ではないかなというふうに思っています。  

 私は若葉台に居住しておるわけですけれども、若葉台では草刈りボランティ

アというのを自主的に立ち上げて、町がやっていただく公園とか緑道の草刈り、

それでは美しく住んでいくというんかな、住みやすい住環境をつくっていくと

いうことではほど遠いものになってしまうわけです。皆さんも重々御存じやけ

ど、本当に草は何ぼでも伸びていくわけで追っつかないと。御近所の方は自分

の周りは一生懸命きれいにしてくれてはる、それでも追っつかない部分がいっ

ぱいあるわけで、それを何とかしようということで草刈りボランティアという

ことで。まだ我々世代、退職して間もなくの割と元気な人たちが多かった時代

にそういうのを立ち上げてくれはって、草刈り機も購入したりとか、歯の援助

なんかは町のほうからしてくれはったりとか一定援助はしていただいてるわけ

です。尽力を注いできてもらったんですけど、その人たちが随分高齢になられ

たり、リタイアされて交代したりとかいろいろやってるわけですけど、その中

でも引き続きそれは実施されてるんです。それとは別にシルバー人材センター

に依頼して有料で草刈りもしていただいてる、それでやっと若葉台の公園なり

緑道なり、そういうところがある一定美しく保たれてるというように、平群町

が美しい景観をそのまま保ち、自然を大事にしようと。そういうところの援助

を自治会がしてるという状況であるわけで、そんなところでのけがはつきもの

というか、できるだけけがのないようには皆さん努力していただいてるわけで
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すけれども、それでもけがが起こるということで保険にも加入してはる。だけ

ど、ボランティアで草を刈る人も年間わずかですけれども、個人負担をしてい

るわけで、うちの夫も入ってるんですが、３００円でしたかね、出してると。

それはせめて自治会で負担してほしいというふうに言ったりもしてたんですけ

れども、そのようなことまでしながら自治活動、地域を自分たちで美しくしよ

う、住みやすくしようということで頑張っていただいてる。やっぱりそういう

とこらへんで報われるような状況というのはつくっていかなあかんの違うかな

というふうにも思います。  

 ここんとこ、若葉台で草刈りのときに夏の熱中症で倒れられて、草刈りボラ

ンティアが救急搬送されたということもありました。大事には至らなくてすぐ

帰ってこられたんですけどね。それと、防犯活動で年末の防犯の見回りに歩い

てくれはって、その途中で倒れられて、これは重症やったんですけど、少し目

があくようになったり、ちょっと反応されるようになったとは聞いてますけれ

ども、本当に寝たきり状態になられたと。病気まで補ってくれる保険というの

は、今あちこち調べたけどないようなんです。自主的に頑張ってくれたのに、

そんなことになってしまったり、木の伐採で福貴畑でですかね、１件、割と最

近当たられて意識を失われたとかいう話も聞きました。そんなんで起こってく

るわけで、つきもので、町で自治会活動をもっと活発にしてほしい、ボランテ

ィア活動を推進してもらって、よりいい自治体にしていこうという、そういう

信念のもとでこういった補償をしていこうということで、一切合財やってはる

自治体も結構あるんですね、調べましたけれども。そういうところをもうちょ

っと見習っていただいて、財政的には大変やというのは重々承知をしているわ

けですけれども、将来のこと、まちづくりを考える観点で、前向きにぜひとも

真剣に考えていただきたいということで、これで結構です。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな３点目の自衛官募集に関する本町の状況、考え方について

ということです。  

 まず１点目の「本町では適齢者名簿は提出してない。住民台帳の閲覧、書き

写しを認めている」ということで、１２月議会で答弁をさせていただいてるこ

とですけれども、これについては現在も同様な対応をさせていただいてるとい

うことでございます。  

 ２点目の憲法に自衛隊が明記されれば、地方自治や個人情報保護などの人権

よりも国防が優先され、適齢者名簿の提供を強制できると受け取れるが、この
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状況になることをどのように思われるかということでございますけども、憲法

改正はまだ行われておりませんので、議員お述べになったように受け取れるか

どうかわからない状況ではあります。憲法改正されれば遵守していくというこ

とは必要があると認識しておりますけれども、現時点ではどういうふうになる

かということはわかっておりませんので、なかなか答えにくいというところで

ございます。  

 ３点目の適齢者名簿を提出することは、過去につらい戦争の歴史を繰り返す

ことにつながると考えるけども、ということでございますが、過去の戦争を繰

り返すことは絶対に許すことはできないというふうに考えております。議員お

述べになられました適齢者名簿を提出することは、必ず戦争につながるといえ

ば、現在の自衛隊には国際貢献や災害派遣等の任務をされておりますことも事

実でありますので、なかなかそういうことではないんかなというふうに考えて

おります。ただ、平群町といたしましては、引き続き第５次総合計画にもあり

ますように、世界平和を目指して戦争や核兵器のない平和な社会の実現に取り

組んでいくという考えは変わっておりませんので、よろしくお願いしたいと思

います。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 以前質問をさせていただいたときから、対応については本町では変わりない

と。住基台帳の閲覧はしてもらうけれども、自衛隊の方たちが自主的に自分で

書き写しをして持ってかえってはるということで、それ以上のことはしてもら

ってないという御答弁でありまして、それでちょっとは安心をいたしました。  

 今、各地で紙データにして１８歳と２２歳ですか、その適格者名簿ですか、

そういうのを自衛隊に提出していったり、京都市では名前のシール、住所と名

前を書いて、それを封筒に張ったらそのまま出せるというような、そこまでし

て提出されてるというふうなことも新聞紙上で読んでいます。それについては

非常に若い人たちが自分たちの個人情報をそんなふうに公開されてるというの

は許せないということで、京都市に対して抗議の行動を起こされてたりとか、

そんな現状も発生しているところでございます。そういうことにならないよう

に、先ほども言われましたけれども、やっぱり自治体として戦争への道を進ま

せないというところで、きちっと自主的な判断をしていただいて頑張っていっ

ていただきたいというふうに私は思います。  

 実際、憲法の改正をされた暁には、対応はわからへんということでございま

すが、自治体職員、自治体としての自主組織でありますし、全て国の言いなり
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になるということはしてはならないというふうに思うんです。首相の狙いは地

方自治や人権よりも、防衛大臣の要請がそれよりも上に立つんやということを、

そういう社会をつくりたいという御発言であるというふうに私は思っています

けども、そのようなことに大変危険を感じております。地方自治体というのは

憲法のもとに、自治体としての自主性を大いに発揮して住民の福祉をとにかく

増進させる、これが第一の仕事やということで今後も貫いて頑張っていただき

たいというふうに要望をいたしまして、私の質問はこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、稲月君の一般質問をこれで終わります。  

 ここで説明員が入れかわりますので、しばらくお待ちください。  

 続きまして、発言番号８番、議席番号７番、山口君の質問を許可いたします。

山口君。  

○７  番  

 通告に基づいて、大きく４項目について質問いたします。  

 １点目は、皇位継承に伴う１０連休の対応についてということです。  

 ことし５月１日の皇位継承にかかわって、４月２７日から５月６日まで１０

連休になります。暦の上ではかつてない休日が続くことで、国民生活にさまざ

まな混乱が起こるのではないか、このような懸念の声が上がっています。そこ

で、以下の点について町行政の対応をお伺いいたします。  

 １、本庁舎の窓口業務の体制はどうなるのでしょうか。  

 二つ目は、こども園と学童保育所は完全休日にするのでしょうか。  

 ３点目、小学校低学年、特に入学して１カ月にも満たない１年生の子どもた

ちに１０連休は心理的な影響を与えるとの懸念の声があります。その対応はさ

れるのでしょうか。  

 ４点目、家庭ごみの収集はどうなるのでしょうか。  

 ５点目、時間給の非正規職員は大幅な収入減になります。その対策はされる

のでしょうか。  

 ６点目、上記以外、行政として必要な対策を考えておられるならお示しくだ

さい。  

 次に、大きい２点目は、消費税１０％への増税に関連してということであり

ます。  

 政府はことし１０月から消費税を１０％に引き上げるとしています。実質賃

金や年金が下がる中での消費税増税は国民生活に重くのしかかり、暮らしが大

変になり、経済にも悪影響を与えます。また、町財政、町行政にも影響を与え

ます。そこで、１として、大まかな項目ごとの歳出増と歳入増、また水道料、
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下水道料への影響額、それぞれ総額の１世帯当たりということで具体的にお示

しください。また、１０％への増税に関連して実施される幼児教育の無償化に

ついても、保護者と町財政への影響額をお示しください。  

 大きい３点目は、生活道路の安全対策と利便性の向上をということです。  

 生活道路の安全対策、利便性の向上については、各大字・自治会から数多く

寄せられていると思います。そのいずれも早期の対応が求められますが、２点

について質問します。  

 １点目は、ゆめさとこども園前の歩道の国道１６８号への延長についてです。

既に予算化されているにもかかわらず、現状は全く変わっていません。いつ完

成するのでしょうか。  

 ２点目は、階段道路のバリアフリー化についてです。まず町内に歩行者だけ

しか利用できない階段状の道路は幾つあるでしょうか。私の地元、福貴団地や

竜田川団地と北信貴ケ丘２丁目の境界にある階段道路は生活道路として欠かせ

ないものですが、高齢者にとっては利用しにくい、利用できないものとなって

います。これらの階段道路の改善について、どのような認識を持っておられる

のか、お尋ねいたします。  

 最後に大きい４点目は、県営水道料金について。  

 本町の上水道は現在１００％県営水道から給水を受けています。当然、県営

水道の料金が水道料に影響します。その県営水道の会計、奈良県水道用水供給

事業費特別会計では、昨年度（２０１７年度）の収支は営業収益が９６億８，

４１９万円、経常利益は１９億３５万円、利益剰余金が７７億７，７９２万円、

現金・預金残高は１９７億８，９５８万円となっています。公営企業としては

利益の上げ過ぎではないでしょうか。町としても県に対して料金の引き下げを

求めるべきと考えますが、町長の見解を伺います。  

 以上、大きく４点について、明快な答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな１点目の皇位継承に伴う１０連休の対応についてというこ

とで、総務防災課から１点目と５点目と６点目についてお答えをさせていただ

きます。  

 １点目の本庁舎の窓口業務の体制でありますが、平群町の休日を定める条例

により、国民の祝日に関する法律に規定する休日は閉庁することになっており

ます。このことから基本的には開庁の予定はございません。現在のところ、通

常の宿日直体制で対応を考えております。ただし、災害等が発生する場合は通
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常どおり職員動員表に基づき対応することになっておりますし、閉庁するとい

うことにつきましても、４月広報には掲載する予定でございます。  

 ５点目の時間給の非正規職員の減収の対応ですけども、閉庁になるというこ

とで公務も発生しませんので、賃金の支払いもできないことになります。また、

特に対応も今現在のところは考えておりません。  

 ６点目の行政として必要な対策としては、基本的には役場は閉庁となること、

ごみカレンダーに基づき連休中も収集すること、休日応急診療所の対応につい

て、４月広報で住民の方々には周知をする予定でございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、教育委員会からは２点目のこども園と学童保育所に関する件、ま

た３点目の小学校低学年への対応についての御質問にお答えをさせていただき

ます。  

 まず２点目の、こども園と学童保育所は完全休日にするのでしょうかとの御

質問ですが、こども園、学童保育所のそれぞれの条例施行規則の休園日・休所

日の規定では、国民の祝日に関する法律に規定する休日は休園日、休所日とな

っております。今回の祝日の取扱いに関する法律（祝日法の一部改正）が平成

３０年１２月に可決されて以来、国や報道機関などを通じまして幅広く国民へ

の周知が行われている中、こども園と学童保育所においても完全休日の取り扱

いとして年間スケジュールの中に組み入れ、それぞれ準備を進めているところ

でありますので、開園・開所することは考えておりません。  

 次に、３点目の小学校低学年、特に入学して１カ月にも満たない１年生の子

どもたちに１０連休は心理的な影響を与えるとの懸念の声があり、その対応は

されるのですかとの御質問でございますけれども、御指摘のとおり、子どもた

ちが長期に休むことで生活リズムが不規則になったり、日常生活の変化で精神

面や体調面で不安定になったり、また学校生活からの開放感や気の緩みなどで

事故などが発生しやすいことが危惧されます。そのようなことから、今回の１

０連休に関しましても、休みに入る前に児童・生徒への指導と注意喚起を徹底

するとともに、保護者に対しましても学校だよりや学年通信などのプリントの

配布や懇談会においての周知と注意喚起を行い、子どもたちの心身の健康が保

たれるよう、各学校、教育委員会が連携をして対応してまいりたいと、このよ

うに考えております。また、休み明けの登校や出席につきましても、教員が子

どもたち一人一人の心身の状況に細かく目配りをし、大きな変化がないか注意
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するとともに、不安定になっている子どもたちには状況に応じました面談であ

りますとか家庭訪問などを実施など、きめの細かい対応に心がけていきたいと

考えておるところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 ４点目、１０連休中の家庭ごみの収集でございます。  

 連休中は４月３０日火曜日から５月３日金曜日まで収集を行います。住民へ

の周知としまして、配布済みのごみカレンダー及び町ホームページにて行いま

す。また、その日の清掃センターの運営は８時半から４時１５分まで、通常業

務より１時間短縮の開場といたします。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 多岐にわたるんですけど、一番危惧されるのは、ごみカレンダーは３月の広

報と一緒に入ってまして、私も質問を出してからか、出すときか見て、ああ、

ちゃんとやってるなというふうに思いました。  

 役所の窓口が１０日間あかないからといって、別にすぐ困ることはないんで

すが、一番困るのは保育所、学童保育所なんですね。きょうの毎日新聞にも大

きく、これは社会面ですけれども、こういう記事がざっと載ってますよね。「１

０連休暮らし不安」、３週間前ぐらいにも１回、これと同じではないですが、毎

日新聞に載ってまして、こっちのほうは特に当然１０連休で暦どおり休めると

いったって、例えばサービス業のところなんて、そんなことがあり得るわけは

ないんですよね、基本的に。例えばホテルや百貨店なんかで勤めてる人にとっ

てはですよ、全体で休みの日数はもちろんふやすんだけれども、この１０連休

のときに一番忙しい業種じゃないですか。そのときに例えば、小さいお子さん

のいらっしゃるお父さん、お母さんが２人とも休みがとれないというようにな

った場合にどうするんだということで、あちこちでいろいろ出てるんですね。

この新聞記事の中でも、小学生以上の子どもを持つ家庭に影響が出ていると。

さっき最後のほうで聞いた、４月に入学した子の対応については、学校も含め

て教育委員会としてはきちっとできるけれども、その子を１人だけ家に置いて

と。小学校１年生だったらまだ入学して１カ月、それで学童保育もあいてない

ということになれば、当然１人で家にいてる子どもができるわけですよね。も
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ちろん祖母や祖父に預けれられるような条件がある人たちはまだいいかもわか

らないけど、多くはそういうのがない場合もあるということで、この新聞でも、

この人の場合は民間の学童保育所で２日間だけ子どもを預かってくれることに

なったと、最後に書いてあるんです。そういう事例が平群町でも出るんじゃな

いかと思うんです。  

 そこで、とりあえず休日法で何が何でも休むんだと言ったって、でも清掃セ

ンターは何人か出るわけでしょう、収集しないとだめだから。休みはきちっと

とってもらったほうがいいんだけれども、基本的にはその辺がどうなってるか

というのを、まだ１カ月半ほど時間がありますから、特に学童保育、保育所で

ちょっとアンケートでもとってですね、どうしても休めない人がいる場合は町

としても対応するべきでしょう。基本的に保育にかける子どもについては、行

政がきちっと対応するということになってるわけですから、それは今はまだ出

てなかったにしたって、広報にこの日はずっと休みますよというのを載せてそ

れで終わりではね、私は住民に対して余りにも、ましてや何回もここで言われ

るように、嫌というほど子育て「県下ナンバーワン」と言うてやるというんで

あれば、今からそれぞれ事情のある人もあるわけだから、その辺はちゃんと調

査してどう対応するかを決めるべきではないかと。教育、保育関係ではこのこ

とについて、再度答弁ください。  

 それから、非正規といったって、月額給の人は別に構わんわね。金額が安い

だけで別に変わらない。ただ、時給の場合に本当にその辺は補塡しろとは言わ

ないけども、平群町で働いている人たちのその辺の実情についても町がどうの

こうのするというんじゃなくて、その辺の声もあるのかどうか。今後の町の臨

時職にしても非正規にしても、パートで働いてもらってる人にしても、その辺

はどのように考えてるかというのは、ひとつは町としても、この際把握するよ

うな方向でやられたほうがいいんではないかと。その点についてどう考えてい

るのかを少しお聞かせください。  

 この連休４月２７日から５月６日までやから相当長い、通常でもゴールデン

ウイークで長いときは結構あるんですけれども、これだけまとまって完全にと

いうと、今までだったら間の１日、２日を民間企業なんかが休んで連続９日間

の休日とかしてたのが、そうじゃなくて、国が制度というか法的に法律として

やるわけですから、規律は規律なんですけれども、その点でちょっと今言った

２点について、それについては再度答弁していただけますか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  
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 それでは、ただいまの再質問にお答えをさせていただきます。  

 奈良県下は３９市町村のうち、いろいろ状況を調査いたしております。今現

状では学童保育所につきましては、１市のみ開所するということのデータが入

ってきております。だから、平群町が開所しないとかそういうことではござい

ません。やはり早い時期での周知の中で、今現在、学童保育所にどうなるんで

すかという問い合わせが１件か２件は入ってきておりますけれども、どうして

もあけてほしいとかいう要望はないわけなんです。議員言われるように、それ

に対してのキャッチボールはまだしておりません。保護者が送り迎えされます

ので、その中での保護者の声というのも今後はちょっと感じ取って調査したい

と思っております。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 非正規職員さんの意見や声がどういうのがあるかということも聞いたらどう

やという話です。  

 今回１０連休というのは、５月１日に天皇即位の関係で祭日と祭日が挟まれ

るところについては休みになるということで、実質５月１日がなければと言う

たらあれなんですけれども、なければ３日間ということで公務がないというこ

とにはなるんです。年末年始というのも９連休というのがありましたけど、年

末年始は別といたしましても、今回こういう１０連休になるというのは異例か

なというふうには考えております。ただ、パート職員さんとか臨時職員さんに

ついても必ず面接も行ってますので、そういうところでまた意見も聞いていく

というのが必要かなというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 入退所のときの声だけじゃなくて、きちっとこども園全部と、それから学童

保育も入所申し込みとかも全部あって大体決まってるわけだから、その人たち

にちゃんと声を聞いてよ。ほんで、細かく声を聞かないと、休みでもどうして

もできないとかそんなんがあるんかどうか、ちゃんと調べるべきだと思うんで

すよ。どうにもならんかったらそれぞれで何とかしはるんやけど、それでは余

りにも私はどうかと。今回１回こっきりということですけれども、やっぱりそ

こはちゃんと、今みたいなお迎えのときとか送ってくるときとか、そういうと

きに聞きますではなくて、きちっと文書でアンケート的にきめ細かくとるべき
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だと思いますが、その点はどうですか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。  

 今後検討してまいりたいと思います。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 じゃあ、検討してくださいね。それぐらい早目早目に手を打たないと、今の

時代ね、それこそいろんな働き方があるわけで、そういうふうにさせられてる

わけですけれども、僕に言わせればですよ。させられてるんですけれども、で

もそういう状況の中で、セブン－イレブンなどと言われる働き方をされてる若

い世帯が多いわけですから、そこも含めて行政としてきちんととって、それが

また今後の子育て支援などにも、私はいろいろ役に立つことになると思うので、

ぜひともきめ細かなアンケートはとってください。この１問目に関してはそれ

で結構です。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、山口議員の御質問の大きな２点目でございます。消費税１０％へ

の増税に関連してということでお答えを申し上げます。  

 まず、その中で議員お尋ねの１点目、大きな科目ごとの歳入増と歳出増につ

いてでございます。  

 本会議で上程しております平成３１年度当初予算案の予算額を基本に御説明

を申し上げたいと存じます。細かい数字が少し出てまいりますけども、これに

つきましては、３月６日の予算審査特別委員会のほうでお出しをさせていただ

きました数字をそのまま参酌しておりますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。  

 まず、歳出面で消費税が影響しているというふうなものでございますが、性

質別では普通建設事業費で１９億１，９４３万２，０００円、物件費で１３億

９，７４７万３，０００円でございます。維持修繕費等で９０７万５，０００

円となってございます。これらの合計でございますが、３３億２，５９８万円

となってございます。これがいわゆる性質別での消費税が影響するであろうと

想定をした金額の総計でございます。仮にですけども、この予算額の半分が１
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０月以降の支払いとなった場合でございますが、適用税率が８％から１０％に

なりますので、その影響額ということで約３，０００万円の影響ではないかと

いうことで試算をしております。  

 一方、歳入でございますが、消費税全体のうち地方消費税として現在１．７％

が税率１０％になることによりまして、地方消費税が２．２％と改定をされる

わけでございます。これを財源といたしまして、地方消費税交付金が各市町村

に交付されるところでございます。地方消費税交付金の平成３０年度の予算額

が２億５，０００万円であるのに対しまして、平成３１年度の予算額は２億７，

５００万円ということで、２，５００万円の増収と見込んでおります。ただし、

平成３１年度につきましては、消費税の交付の時期のずれということで１０月

以降の４カ月分に対する交付ということになってございます。その金額が２，

５００万円ということで増収を見込んでおります。このことから３１年度の予

算上におけます想定値の差し引きでございますが、約５００万程度、歳出のほ

うが上回ると見込んでおるところでございます。  

 しかし、平成３２年以降でございますが、歳入歳出とも１２カ月の通年ベー

スで試算をした場合では、地方消費税交付金が３億２，５００万円になると見

込まれ、７，５００万円の増収となりますので、通年で消費税の支払い分約６，

０００万と見込んでおりますので、差し引きいたしましたら１，５００万程度、

消費税につきましては増収になるのではないかというふうに見込んでおりま

す。  

 ２点目の水道下水につきましては、また後ほど担当課のほうから御説明申し

上げますが、３点目にお尋ねをいただきました関連して実施される幼児教育無

償化の影響についてでございます。  

 制度上、今回の法改正によりまして、３歳児から５歳児の無償化にかかる保

育料の減収分につきましては、全額国費により補塡されることになっておりま

す。そのため現時点では、減収の影響はないものと思っておりますが、平成３

１年度の当初予算ベースで御説明を申し上げましたら、平成３０年度の当初予

算に比べまして、こども園児童の保護者からの負担金が約１，４００万円の減

収になるということでございます。比較いたしまして１，４００万円の減収に

なるのに対しまして、子ども子育て支援応援交付金は１，０００万円の予算上

の計上でございますので、予算上は４００万円の不足が出ているというふうな

状況でございます。ことしの１０月からということでございますので、今後、

幼児教育無償化に伴う財源措置といたしましては、減収分が補塡されるかどう

かについて、平成３１年度の予算執行におきまして十分に確認注視をしてまい

りたいというふうに考えております。  
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 以上です。  

○議  長  

 上下水道課長。  

○上下水道課長  

 それでは、上下水道使用料金に対する影響額についてお答えいたします。  

 ３１年度に１０％の消費税率で集金する上下水道料金は、消費税に関する経

過措置に基づき、１２月分と翌年１月分の２カ月分となります。なお、翌年２

月分、３月分は３２年度の集金となります。  

 まず上水道使用料金への影響額ですが、２カ月分の水道使用料金の消費税が

２％増税された影響額総額としましては１２７万５，０６０円、１カ月当たり

として６３万７，５３０円、これを給水件数８，０３０件で割り戻しますと１

カ月１件当たりでは７９．４円の増税額となり、１年間１２カ月に換算すると

９５２．８円の増税額となります。  

 次に、下水道使用料金への影響額ですが、１件大口の企業さんがありまして、

この１件を除いて、そのほかの接続件数の影響額になりますが、２カ月分の下

水道使用料金の消費税が２％増税された影響額総額としましては３４万７，５

４０円、１カ月当たりとして１７万３，７７０円、これを接続件数４，０６１

件で割り戻しますと、１カ月１件当たりでは４２．８円の増税額となり、１年

間１２カ月に換算すると５１３．６円の増税額となります。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 最初に町のほうの出し入れは、今年度は半年で町の歳出のほうが多いと。そ

の次、３２年度（２０２０年度）からは歳入のほうが多い。実際どうなんです

かね、細かいところはわからんから、人件費には消費税はかからないから大き

い工事をすれば、特に昨年度、今年度については文化センター・図書館建設を

やってるんで、その分で消費税は相当多くなってるとは思いますけどね。この

辺はきちんと見ておいてもらいたいのと、消費税というのは本当に低所得者ほ

ど負担が大きいと。自治体でいえば、小さい自治体ほど大きいんかどうか、そ

れはわかりませんが、直接税だと累積課税と違って全部一律の率ですので、当

然所得の少ない人ほど負担感は大きくなる。それがどんどんどんどん３％から

始まって、５％、８％、１０％と。軽減税率とかインボイスとかいろいろ言っ

てるけれども、商店の人たちはしっちゃかめっちゃかでどうしてええんかわか

らなんというようなことがいろいろ起こってるみたいなんです。平群町では商
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店街はないんで、ただ小売のお店も結構数があるし、農家でもそういうのにも

全部かかってくるわけですから、当然、負担増は否めないんだろうなというふ

うに思うんです。そういう意味で、平群町の財政の中で消費税は結局もらった

り出したりということで、多いか少ないかみたいな話だけしても本当は仕方が

ないんですけれども、そういうふうに毎回変わるたびに大きい支出、また収入

両方で動くということだと思うんです。この件についてはそれでいいです。  

 それから、幼児教育について、これもまだ細かい法律もきちんと決まってな

いわけですからあれですけれども、どっちにしたって先にこの法律は通るでし

ょう。消費税についても一応今は決まってしまってるんですけれども、参議院

選挙が間に入りますから、またわかりませんよね。それでも幼児教育について

は無償化は多分、消費税が上がろうが上がるまいが、これは前へ行くと思うん

です。ただ、そこで問題になってんのは、新聞でも言われてますけれども、こ

れまで保育所、保育部分については給食費はただでしたよね。ただというか保

育料の中に入ってましたよね。これが今回外れるということで、平群町の場合

はこども園ですけれども、標準とか保育部分と幼稚園部分的なものが認定で

別々にありますけれども、そこのところでいうと今までから保育については低

所得者の人は非常に保育料も安いんですよね。それで昼の食事についてもそこ

に入ってますからそれでおさまったのが、例えば保育料ゼロという人も結構あ

ると思うんです、収入によってはね。それが今回、幼児無償化にすることで、

逆に給食費だけ払わなあかんというのが出ますよね。その辺はきちんと想定し

て対応されてるのかどうか。そこまでまだ考えてないのか、１０月からですか

らまだですから、その辺が今わかるんやったら出していただきたいのと、そう

いう扱いについて、平群町としては当然、国でそういうふうに決められたんだ

からもらうもんはもらいますよと。保育料がゼロになる所得であったって、給

食費だけはもらいますよとなるんですよね。その点について何らかの対応を考

えておられるのかどうか、そこまで今度の消費税の問題、幼児無償化の問題で

考えてるんかどうか。考えてるんであれば、どういう見解をお持ちなのか答え

ていただけますでしょうか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 主食費、副食費の関係です。２号認定者は今まで副食費は保育料に含んでた、

それを含まずに実費徴収しなさいと、こう政府は言ってると。町のほうは今ま

でどおり３歳以上は主食費６００円、これで今のところ行きたいなと、現行ど

おりですね。そしたら、２号認定の方の副食の分は実費徴収といってますから、
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その分、町で見ないといけないということになってきます。交付税で来ますん

で、実際のところどうなんかというのははっきりしませんけども、町の負担が

上がるだろうなというふうには想定をしております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 今はもう平群町はこども園やから、保育部分についても全部給食費について

はとってるということなの、６００円、そうやったっけ。そこは私の認識が間

違ってました。  

 それともう１点、さっきちょっと聞き忘れたんやけど、要するに無償化で国

が全部持ってくれると、さっき言ったでしょう。全部持ってくれるって本当な

のというところがあって、今、福祉課長のほうは国から交付税措置と言ったよ

ね。ただ、新年度についてはちょっと様相が違って、一定国から金が１，００

０万来てるという話。でも、３２年度（２０２０年度）からは交付税措置やと

いうねんね。それで、もう一つ矛盾があるのが、要するに公立でない幼稚園に

ついては、国半分、県４分の１、町４分の１、平群でいうたら平群北幼稚園へ

通っている子どもの保育料については持つんですよね。だから、私学の幼稚園

とか保育園は、多分、平群町を通じて全額その人たちがこれまで払ってる分が

計算して出るわけです。でも、公立の場合はそうじゃなくて、国が交付税措置

すると言ってるわけでしょう。そしたら、全部来るのか。あちこちでそういう

質問されてると思うんですよ。平群町では、その辺はどう聞いてるのかね。何

かで見たけど、ある人は幼児無償化はいいんだけど、幼児無償化に便乗して公

立の保育所、幼稚園をできるだけ民営にしようというためかというふうに言う

人もいてるんですね。その辺はまだ法律がきちっと、そういう点で無償化にな

って自治体のほうは出す金がどっとふえるのかどうかというのは、まだわから

んから何とも言えないんですけど、その辺はどういう通知が来てて、どこまで

聞いてんのかなというふうに思うので、その辺は今まで聞いてるところがあっ

たら、私が今言ったような、それはうがった見方なのか、実際そういう話もあ

るのか、その点はどうなんですか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 幼児教育無償化につきましては、もう御存じのことと思いますが、繰り返し

ます。まず、幼稚園・保育所・認定こども園の３歳から５歳の利用料が無料、
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それからゼロ歳から２歳児は非課税世帯が無料ということです。それから、幼

稚園につきましても、平群町でいえば北幼稚園ですけども、北幼稚園につきま

しても無料ということです。  

 無料ですけども、お金の流れは園から直接こっちへ請求が来るのか、どうす

るのかという、そこの詰めはまだ今全然できてませんので、そこはちょっとお

答えできないんですけれども、無償は無償です。これでは答えになってないで

すか。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 国、県、市町村の負担が私立にはきちっと直接金が行くと、現金でというか、

要するに親が本来これまで出してた分を行政がどこが何割かどうかは別にし

て、国５割、県と市町村が４分の１ずつと聞いてるんやけど、平群町の場合は

両方とも公立やから、公立の園については国が半分、交付金とかそういうこと

で来るんじゃなくて、地方交付税措置で来るというわけよ。ほんなら、その場

合、さじかげんになるでしょう、交付税の場合は。何ぼ計算してると言うたっ

て、交付税のもとになる税収が少なかったら減らされたやん。三位一体の改革

ではそんなん関係なく減らされたやん、どっと。そんなことになったら、無償

化になったは、市町村の持ち出しだけふえたは、公立は損やから民営にしたほ

うが、これやったら町行政としてはそのほうがええわということで民営化へ持

っていこうという裏があんのちゃうかという話があったから、その辺はどない

なる、いや、そんなことを聞いてるかどうかじゃないよ。その辺の国からの無

償化に見合うお金がどういうふうになってんのかというのがわかってれば、で

も今やったらわかってないということなんで、わかってんの。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 例えば北幼稚園ですけども、私立ですよね。直接国から行くかというたら行

かない。無認可についても恐らくそうです。だから、町経由で支払うと。だか

ら、一緒ですよね、民間も公立もお金の流れとしては。直接行かないです。請

求をもって町から支払うと。ただ、その財源については交付税ということです

ので、３１年度は国で全額無償化の部分は見ると。ほんで、翌年３２年でいえ

ば、町も一定負担をしてくださいという、これが国の今のところの考え方です。 

○議  長  

 山口君。  
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○７  番  

 せやけど、さっきことしは全額とるけど、１，４００万円、これまで本来保

護者からもらう分が１，０００万しか今のところ予算では入って、後でそれは

精算してくれんのか、後から追加してくれんのか知りませんよということです

よね。まあ、わかりました。どっちにしても消費税１０％、これも何ぼでも上

げたらええと国は思ってるわけやから、借金が１，０００兆を超えてるという

わけでしょう。せやけど、外国には何千億、何百億、下手によったら兆、アメ

リカの戦闘機は１機１００億のやつを１００機爆買いする１兆円やろ。こんな

ん平気でやってて、一方で消費税はどんどん上げると。ほんで、福祉のためや

と言いながら、いっこも福祉はようなってへんし、年金は下がってるし、どう

なってんねんというのが町の声ですということを紹介した上でですね、２点目

はこれで結構です。  

○議  長  

 教育委員会総務課参事。  

○教育委員会総務課参事  

 それでは、山口議員御質問の３項目めの１点目、ゆめさとこども園前の歩道

整備はいつ完成するのかについてお答えいたします。  

 この歩道整備の件については、平成２９年７月１４日の全員協議会で行政財

産の適正管理のため、椿井地区の建物収去、土地明け渡しについて説明をさせ

ていただいた経緯がございます。歩道整備については、これまで数回にわたり、

ゆめさとこども園育友会や平群町連合ＰＴＡより要望をいただいております

が、現在のところ、歩道設置には至っておりません。全員協議会以降、相手方

と数回にわたる話し合いを行い、歩道整備を進めることについて調整が整った

ところであります。現地においては、隣接する奈良県、ゆめさとこども園、民

間事業者、民地との境界立会を終え、筆界確認書を交わす準備を進めておりま

したが、その後、別途協議しなければならない事案が発生し、現在も歩道整備

に着手できておりません。加えて、前町長の死去に伴い、改めて筆界確認書を

作成する必要があり、奈良県との事務作業も含めておくれが生じております。  

 別途事案につきましては、これまでの経緯や相手方との見解の相違もあるた

め、説明は控えさせていただきたく御理解をお願いいたします。ただ、町とし

ては歩道整備を進める方針に変わりありません。また、相手方も別途協議の事

案について理解することができれば、一日も早い歩道整備に協力したい旨の話

がありますので、今後も円滑に進むよう努力してまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  
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 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、２点目の階段道路のバリアフリー化についてお答えします。  

 まず、歩行者専用の階段状の道路数は町内に約３５カ所あります。その階段

の多くは民間の宅地開発により設置され、本町が移管を受けております。また、

その全ての階段は、道路法に基づく道路構造令の基準におおむね適合しており

ます。現時点では、自治会等から階段のバリアフリー化等の重立った要望はい

ただいておりませんが、維持管理上の修繕や手すり等の設置についてはその都

度対応しております。今後、高齢化に伴う階段のスロープ化や改善要望等も出

されてくるものと思われますが、それぞれ立地条件や構造等も異なるため、改

修等にかかる費用や手法等については、個々個別に検証していく必要があると

考えます。いずれにいたしましても、生活道路における利便性の向上や安全対

策等については、今後も引き続き地域と連携を図りながら積極的に取り組みを

進めてまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 ゆめさとの前の歩道は去年の３月でしたっけ、合意したということですぐに

でも工事にかかれるものだというふうに思って、保護者の方たちも要望をいっ

ぱい出されてましたし、歩道橋の下だから県やろうと、公有地やろうというの

は誰が見てもわかるんですが、そこに１年ぐらい前でしたか、２年ぐらい前で

したか、真新しい物置小屋みたいなのがぽんと建って、あれと思ってる間に、

それまで以上に境界がどんどん南のほうへ行って、完全にゆめさと保育園の前

の歩道を塞ぐという形に、それまでは溝みたいにちょっとなってたんです。そ

れが民間事業者も了解して話がついたということでしたが、それが１年たって

また別途協議という、その内容は答えられないということなので、うーんとい

うふうに思ってます。もう答弁はええですけど、町長ね、別途協議は何かわか

りませんが、本当のところはどうなんだというのをきっちりトップとして話し

する。さっき答弁の中で、納得すればすぐにでもというふうにおっしゃってる

ので、そこを納得してもらうように、前回は岩﨑町長も行かれたような話を聞

いてますので、ここは１日も放置できないところなんですよね。今でも事故は

この間、何回か起こってますよね。信号がありませんから、保育所から出てく

る車が右折はとてもじゃないが怖くてなかなかできない。国道のほうはすいて

るときは相当スピードが出ますので、危ないんですね。行けると思ったってぶ
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つかるようなこともありますんで、その辺のことも含めたらあそこは狭くなっ

て北側の見通しも悪いですから、その辺は町長が、もちろん教育長も含めてで

すけれども、町のトップがきちっと話をされて納得をしてもらうような努力は

すべきではないかと思いますので、その点、町長、どうですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 確かに、ゆめさとこども園の前の歩道については、今現在、交渉を重ねてい

るところであります。山口議員が言われたとおりに、子どもの安心安全を守る

ために早急に整備ができるように、町としても努力してまいりたいと考えてま

す。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 頼みますよ、本当に。すみません、さっきもう一つのやつを言うとかなあか

んかったんやけど。階段道路ね、３５カ所もあるわけでしょう。一番長いのは

菊美台の駅からまっすぐ上がっていくところだと思うんですが、福貴団地の人

たちはＡ・コープへ買いに行くのには、歩いて行くんだったらあの階段を使う

のが一番すぐですから早い。でも、今私は自治会長を２回目やらせてもらって

ますけど、よく聞くのは足が悪くて遠回りして、どう遠回りするかというと、

一旦、福貴団地の一番下までおりて、はなさと保育園の裏から、あそこはスロ

ープみたいにずうっと上がれるんですよ。そこを通って、だからふたしてもう

たら困るという話もちょっと以前あったんやけど。そういうふうな行き方でち

ょっと足が悪いからということで行きはる人も多いんです。それでどうするか

というのは、もちろんスロープになってもうたら、すごい面積や距離も要りま

すからできませんので、１回検討してほしいのは千鳥階段というやり方が、僕

は辻代議士の秘書をしてたときに、当時は吉野の大塔村、今は五條市大塔町に

なってますが、大塔村でいろいろ発明するおじいちゃんがいてはりまして、そ

の人のところへ行ったときにこういうのをつくって、これ、特許できへんかと

いうような話をされたことがあったんです。それが千鳥階段というふうにおっ

しゃってたんですが、要するに台になってるところに斜めに上がる、何ていう

んですか、こう上がっていくわけですね。そういう上がり方をしたら、スロー

プみたいになるから距離は相当長くなりますけども。それで、手すりがちゃん

とあれば、それで一定足が悪くてもゆっくり上がれるんじゃないかと。それで、

３５カ所もあるから、そんなんすぐにどうのこうのとは言いませんが、１回ど
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こかで実証的にやってもらえないかなと。福貴団地もそうですし、私が最初に

挙げた竜田川団地と北信貴ケ丘のところも手すりはあるんですけれども、階段

が上まで３０段あるんですよ。真ん中に１５段で踊り場があって、そこに家が

両方にあるんですけど、そこはまだ１５段あって行くところなので、そこもや

っぱり遠回りしようと思ったら、ぐるっとどっちかへ大分回らんと行けないん

で、そこがもうちょっと高齢者の人でもスムーズに歩けるようになれば非常に

便利がいいので、これは近所の人たちから要望が出されてました。それで、今

回、福貴団地のこともあるし取り上げたんですが、今すぐどうのこうのとは言

いませんが、ぜひこれは１回検討していただけませんか、その点はどうですか。 

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 高齢者への利便性ということでスロープをということで、今ちょっと技術的

な提案もいただきました。そういった面につきましては、検証も含めて検討さ

せていただきたいと考えますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 この件はこれで結構です。  

○議  長  

 上下水道課長。  

○上下水道課長  

 続いて、県営水道の料金についての御質問ですが、県営水道は利益の上げ過

ぎではないかとの御質問でした。単にこの金額だけを見ますと、確かに大きな

金額ではありますが、県営水道は膨大な施設を保有しておりますし、当然、経

理上の金額も大きくなります。  

 奈良県水道局の見解では、昭和４５年の県営水道の給水開始から４８年が経

過しており、施設の老朽化が進行しております。特に延長３００キロメートル

を超える送水管の更新には１，０００億円以上の費用が見込まれ、将来に向け

た財源の確保が必要であるとのことです。また、過去に借り入れた企業債の残

高が３１３億円ありまして、これは県営水道の配水収益、約９７億円の３．２

倍に至っておるとのことです。  

 総務省のガイドラインでは、起債残高は配水収益の２倍以内に抑えることと

なっていることから、当面は企業債の借り入れを控えて経営していくとのこと

です。このようなことから、奈良県水道局としては将来投資を見据えたとき、
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決して利益を上げ過ぎているという状況ではないというふうな見解を持ってい

るということでございます。  

 いずれにいたしましても、公営企業は不要な利益を生み出す必要はありませ

んし、利益は利用者にのみ還元されるべきであります。平成３０年度からは県

営水道と市町村水道事業者が県域水道一体化について協議を進めております。

今後、平群町としては県域水道一体化の議論の中におきまして、県営水道の経

理状況を十分精査した上で受水料金値下げが可能であると判断しましたら、当

然そのように要望してまいります。また、県内の受水市町村につきましても、

受水費を値下げするという要望は非常に強いものがあります。当然、県の値下

げが可能でありましたら、他の市町村とも連携して受水費の値下げについては

要望するべきというふうに考えております。  

 しかし一方、現金預金１９０億余りですが、今後の県の施設の大きな更新の

需要に備えるべき財源については、しっかりと確保していただくということも

大変大切だと思います。今後、県の経理状況についてもより詳しい資料が出て

くるかと思いますので、それをもとに検討していきたいというふうに考えてお

ります。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 総合的に見れば、僕らは全然その中身についてはわからんから、今、課長が

答弁されたように県のほうから聞かれたことだと思うんですけど、もちろんそ

れは奈良県全体、特に大滝ダムを含めて、大滝ダムそのものが国がつくったか

ら県だということになるのどうか、その辺もわかりませんが、いずれにしても

それは膨大な施設量ですからなかなか難しいと思うんです。でも、この間の利

益の上げ方というのは半端じゃないんですよね。平成２７年に営業収益が９３

１億で、２８年は９５１億、ほんで２９年が５６１億、利益剰余金も５６億、

６２億、７７億と、もちろん収益が上がってるからそうなるんですが、これは

減価償却も当然した上でじゃないんですか。当然、本来なら全額あれですけど、

減価償却もしてるんだから細かいことはわかりませんけども、１０円下げたっ

て幾らになるって言うたかな。１０円下げても、まだ利益は相当出るんですよ。

１０円というのは、要するに平群町やったら１世帯、月の基本料金が１，００

０円ですか、県の給水量が７，９１５万トンなんです。１立米１０円下げて７

億９，１５０万円、それでもまだ黒字、利益剰余金は７０億残るんですよ。そ

れぐらい金額が大きいんですよ。だから、何ももうけ分全部とは言わんけども、
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住民にとっては日々の生活で水道料が下がるというのは非常に助かることです

よね。三郷町も昨年、一昨年でしたか、下げて相当喜ばれてるということでし

た。もちろんそれぞれの自治体の事情がありますから、平群町で値下げしろと

言ってるわけじゃなくて、県水１００％になってるんですから、自動的に県営

水道の料金が平群町の水道料金にはね返りますから、もちろん町内の施設の問

題もありますけれども、直接はね返るのは間違いありません。そういう意味で

は、知事は奈良モデルといっていろいろ奈良全体でやりましょうというふうに

言って、今度の水道もあるわけでしょう。そしたら、奈良モデルで水道料金を

下げましょうと言ってくれなあかんわけですよ。２１日から知事選挙も始まり

ますけど、そういうふうに知事に提案してくださいよ。奈良モデルで水道料金

下げましょうと言うたら、それは喜ばれますよ。今、自己水の多いところはま

だありますけども、相当な部分が県水に頼ってるわけですから、それは今後そ

ういうふうに水道の会議なり、また市町村長の会議なり、知事もいろんな会合

をやっておられるわけですから、そういうところではぜひそういう声を上げて

いただくことをお願いして、私の一般質問はこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、山口君の一般質問をこれで終わります。  

 午後３時１０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時５４分）  

 

再    開  （午後  ３時１０分）  

 

○議  長  

 休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 続きまして、発言番号９番、議席番号１２番、馬本君の質問を許可いたしま

す。馬本君。  

○１２番  

 今期で最後の一般質問となりましたので、行政側におかれましては明確な御

答弁をひとつよろしくお願いいたします。  

 議長に通告しておりますように、大きく２点について質問をさせていただき

ます。  

 まず１点目、開かれた町長室へ。  
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 西脇新町長は「継承とさらなる発展を」とのキャッチフレーズのもと、就任

されて３カ月が経過いたしました。たくさんの公約の中の一つとして、「町民と

の協働のまちづくりを推進します」と公約されています。町長は住民の声に耳

を傾けるとともに、行政がやってることを知っていただく役目があります。協

働してまちづくりに取り組む方針は当然のことだと思います。具体的な提案と

して開かれた身近なまちづくりを目指すために、町長に対し要望・要求する場

だけではなく、さまざまな年齢層や違う立場の人たちに町政を身近に感じてい

ただき、対話を深めることを目的に毎月１回、町長室を開放し、住民の皆さん

の御意見を聞かせていただきながら、誰もが幸せで安心安全に暮らせるまちづ

くりの取り組みとして実施すべきと思いますが、いかがお考えですか。  

 ２点目について、公共交通空白地域の解消を。  

 移動手段を持たない住民や運転免許証の自主返納者、更新できなかった高齢

者など移動難民者が増加しております。地域公共交通網の整備は緊急課題であ

ります。奈良県内初の利用料金が無料、完全自由型の自家用デマンド型交通を

導入し、コミバスと並行運行すべきと定例議会ごとに提案をしてまいりました。 

 昨年の１２月議会の回答は、コミバスは平成３０年度から１台減少し、２台

で運行されることにより、年間利用者数約４，０００人の移動困難者の発生が

予想されてる中で、町は移動困難者の救済対策をどのように考えておられます

かの質問の対し、町は「町からの救済対策は提案できない」、また既存の路線バ

スを守りながらデマンドを導入できるか、バス会社との協議結果の質問に対し、

「バス事業者が路線バスは赤字が継続しており、一部補塡や撤退もやむを得な

いとの見解で、町としては既存の公共交通を守っていかなければなりません。

財政状況は厳しい状況でありますが、公共交通会議で議論していただいたので、

デマンド型公共交通導入はもう少し時間をいただきたい」が行政側の御答弁で

ありました。しかし、西脇新町長は「生活に寄り添った、利用しやすい地域公

共交通施策に取り組む」と公約されております。高齢者福祉対策として、現行

のコミバスと自家用デマンド型交通の並行運行を行えば、高齢者などの移動困

難者の方々の出かける機会がふえ、日常生活の利便性向上と町の活性化の原動

力になります。基本は利用者が求める地域公共交通でなくてはなりません。よ

って、自家用デマンド型交通を導入すべきと思いますがに対し、町長は「デマ

ンド型公共交通については、財政的な事も含め前向きに検討してまいる」と御

回答いただきました。  

 そこで御質問をさせていただきます。  

 １点目、西脇新町長は「デマンド型公共交通導入については財政的なことも

含め前向きに検討してまいります」と御答弁されましたので、１２月から現在



 

－１９７－ 

までの進捗状況と今後の取り組みについてお聞かせください。  

 以上、大きく２点についてよろしく御回答のほどお願いを申し上げます。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、馬本議員の御質問の１点目でございます。開かれた町長室につい

てお答えを申し上げます。  

 町民の皆様が町長室を訪れていただき、町政に対するさまざまな御意見や御

要望をお聞きすることが岩﨑前町長のときからも不定期でありましたが、日常

的にあったことであり、事前にお越しになられる方と町長の日程を調整した上

で用件を伺い、必要に応じて担当職員も同席の上、お話をお聞きしておったと

ころでございます。現在の西脇町長も同じスタンスで、町民の皆様の御意見を

積極的に拝聴しておるところでございます。  

 町長が直接町民の方と懇談される機会を持ち、町政全般に対して広く意見を

お聞きすることは町政運営に必要なことであり、町の広聴業務としても毎年開

催しておりますタウンミーティングを初め、庁舎内に設置しております町長へ

の直通便など、さまざまな機会を捉え、直接町民の皆様の御意見をお聞きする

場を持っているところでございます。  

 このことを踏まえて、議員より御提案をいただきました町長室を開放し、決

まった日時に限定した上で町民の皆様との意見交換の場を持つことの必要性を

勘案した上でございますが、町長の公務日程等の調整上、一定の制約を受ける

ことから現時点で直ちに実施することは困難でございますが、近隣市町村の状

況や実施手法等を踏まえて、今後、調査研究をしてまいりたいと考えておりま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 今、町長の公務日程の調整が一定の制約を受けることから、現時点で直ちに

実施することは困難であるという御答弁でありましたが、町長室開放の日程を

限定し、広報等で住民に広く知らせるべきであると、私は思います。もしも、

町長が急用の場合は、副町長が代行すればよいのではないですか。町長のやる

気の問題であると私は思います。また、近隣市町村の状況を調査研究しながら

考えるという御答弁は、私にはナンセンスとしか答えられません。その点につ

いてどうですか、やる気の問題であると私は思います。その点で再度御答弁を
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お願いいたします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 馬本議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 議員から御提案をいただいております町長室を開かれた場所にして、町民の

皆様からそれぞれ御意見を賜るということは答弁の中でもお答え申し上げまし

たが、大変町政にとって重要なことであるという認識は持った上でのことでご

ざいます。  

 町長の公務の日程という部分でございますが、町長の公務日程はかなり事前

に伺ってスケジュールを組むというのが実情なんでございますが、特に急な日

程とかそういったことも多々あって、その辺の日程調整を含めて我々、秘書担

当課としても苦慮しておるところでございます。  

 今回、日程をとらせていただいて日を決めて、そういうふうな場を持つ機会

をとった上で急な町長の公務日程が入った場合、せっかく御予約いただいた方

に御迷惑をおかけする話になることがあってはいけないと考えた上で、そのや

り方も踏まえまして調査研究してまいりたいというふうに申し上げた答弁内容

でございますので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 私は思います、今回の提案させていただく話については、町長は住民の全体

から選ばれたただ１人の町長でございます。住民のためにあって初めて町長は

成り立つというふうに私は認識しております。今、もしも町長が日程を決めら

れて、その日に町長は急務があった場合は来られた御予約者に一定の迷惑がか

かる等々、いろいろな御答弁がありました。予約文書にも広報にも、町長が急

務の場合は副町長が対応させていただきますよと、そう書いて出すような話で

は住民も一定の理解をしていただけるものと思います。今、大浦課長のほうか

ら、要するに今回の提案は非常に重要な提案と認識すると、町長もそのように

認識されてると思いますねけど、あとは町長の実施する、やる気の問題でござ

いますねけど、町長、前向きにその点はどうですか。私は先ほど近隣市町村の

話云々はナンセンスと申し上げたのは、平群町の町長室を開放するわけござい

まして、よその近隣の政策は関係ないということで、私はナンセンスやという

て御答弁をさせていただいたことでございます。その点、町長、どうですか。  

○議  長  
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 町長。  

○町  長  

 馬本議員の質問のお答えさせてもらいます。  

 町民の皆様の意見を町政に反映するためには、直接住民の皆様の声を聞くこ

とは協働のまちづくりをする上においては大事なことだと思っております。住

民説明会も引き続き行っていくことも決めております。今、町長室の開放につ

いては、他町村でも確かに実施をされております。その中で対象者をどうする

のか、談話時間をどうするのか、そのテーマをどうするのかといろいろ細かい

取り決めが必要であることから、それについてもしばらく調査をさせていただ

きたいというふうに思っております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 今ね、町長に住民説明会云々について私は聞いてない。今回は町長室開放は

どうですかと、こうお聞きしてることであって、それはそれで継承されるねや

ったら継承されて、それは結構なんですよ、岩﨑町長の継承をね。そうじゃな

しに、今、住民説明会云々より、日程とかいろんな件について調査をしたいと

いうことで御答弁がありましたので、やる気がありますよというふうに理解さ

せていただいていいですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、再質問にお答えさせていただきます。  

 町長室の開放ということで、住民さんの声を聞くというのは大事なことだと

思っております。すぐにというのはなかなか無理なんですけども、細かいこと

を取り決めながら前向きに検討してまいりたいと思います。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 くどいようでございますが、準備期間が必要でありますので、前向きにやり

ますという理解でよろしいですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 そう理解していただいて結構でございます。  
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○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 準備を早急にされ、一日も早く住民にとって開かれた町長室ということで、

いろんな年齢層の方、住民のいろんな御意見を町政に反映していただけるよう

にね、また住民も政治について、行政について理解し、そして関心を持ってい

ただくのは非常に大事なことでございます。前向きに町長は取り組むというこ

とで、準備期間をいただきたいということの御答弁をいただきましたので、ひ

とつよろしくお願い申し上げます。この件についてはこれで結構でございます。 

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな２点目の公共交通空白地解消ということで、デマンド型交

通導入に向けて進捗状況と今後の取り組みについてでございます。  

 若干、コミバスの現状について答弁させていただきたいと思います。本町の

コミバスにつきましては、平成３０年４月よりバス２台の２ルート運行として

ダイヤ改正を実施させていただきました。同時にコミバスの運行における評価

基準の目標基準を２万２，０００人、最低需要基準を１万７，４９３人に変更

させていただきました。平成３１年２月までの利用者数は西山間ルートでは８，

７７１人、南北循環ルートでは１万３２６人の合計１万９，０９７人となって

おります。この数字をもとに平成３０年度末の利用者数を予測しますと、年間

２万６００人となり、新ルート・ダイヤにおける目標基準、先ほど言いました

けども、２万２，０００人よりは届きませんけども、近い数字になると予測し

ております。ただ、コミバスにつきましても、まだまだ利便性については検討

をしていかなければならないところがありますので、それについても今後の課

題だというふうに考えております。  

 デマンド型交通について、本年１月にバス事業者と２月にタクシー事業者と

の意見交換を行いました。  

 少し長くなるんですけども、バス事業者からの意見といたしましては、現状

はコミバスと路線バスの両方を運行していく予定ですが、今後において経営の

中身が変わり、方針の変更もあり得ます。コミバス運行費用については、経費

であるため利益はありません。また、近大路線、近大病院の路線以外の平群住

宅線は年間２，４００万円程度の赤字が継続しています。平群住宅線について

減便等の合理化は必要と考えますが、急に行うことは避けたいと考えておりま

す。  
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 また、路線バス事業を行うためには、バス車両が最低５台必要であり、バス

車両の減少等から路線事業が成り立たない可能性もあります。  

 バスの小型化については検討の余地はあると思いますが、路線事業に適した

ものにするためには多額の改造費も発生するということです。  

 公共交通は大切なインフラです。なくなると地域の衰退につながります。平

群町内においてバスの利用者は減少傾向にありますが、実際に通勤や通学に利

用しておられる方も存在しています。  

 平群住宅線の乗車状況はラッシュ時でも１０名程度の利用です。平群住宅線

についても、コミバスと同様に昼間の利用は極端に少ないです。土曜、日曜は

さらに少ない状況です。  

 デマンドタクシーの導入については、路線バスを圧迫する可能性もあり、タ

クシー事業についても人員不足が常態化しており、考慮しなければならないと

思います。  

 デマンド型交通の導入やコミバスの運行形態の変更等については、交通事業

者と協議するだけではなく、県や奈良の運輸支局との調整が必要です。平群町

にデマンド型交通が導入されることについて否定はしませんが、既存の公共交

通に与える影響は最小限になるようにお願いしますというような意見がありま

した。  

 また、タクシー事業者からの意見といたしましては、三郷町デマンド型タク

シーの現状の運行について、車両２台は午前８時から１８時まで運行しており、

早朝については西和医療センター専用となっています。その他利用者の多い時

間帯に車両を２台手当てしています。予備車両は１台割り当てており、合計１

日当たり最大５台での運行が可能となっています。  

 使用形態についてはメーター方式から貸し切り型に変更して運行していま

す。  

 三郷町のデマンドタクシーの利用範囲については、町内はフルデマンド型で

運行しており、町外については斑鳩イオン、王寺駅、西和医療センター、平群

町コープとしています。料金については、地域によって３００円、５００円、

７００円に分けて運行しています。  

 デマンドタクシーについては、既存の公共交通体系に余り影響を与えずに効

率的に運行することを考えながら運行しています。委託費については全体にか

かる経費の５５％から６５％を三郷町に支払っていただいています。  

 また、香芝市のデマンド型タクシーの現状については、デマンド型交通に係

る車両が１日当たり８台で運行されています。三郷町と同じフルデマンド型・

貸し切り型を採用しています。利用料金につきましては、一律２００円となっ
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ています。この料金は大変安価なもので、香芝市が支出するデマンド費用は膨

大なものになっているということでございます。  

 平群町がデマンド型交通を導入するのであれば、当初の料金設定が重要にな

ります。継続的に運行していくためには、町の財政的なことを優先に考えるべ

きだと思います。また、十分な住民周知も必要です。運行開始時期には細やか

な配慮が必要です。当社では利用者宅の事前調査を行ってきました。役場では

住民のための窓口の設置も必要で、調整役としての専任の職員は委託者、受託

者の双方に配置が必要ということです。  

 車両については、ワンボックスカーはなじまないと考えます。平群町は狭隘

な地域が多く、本当にデマンド型交通を望んでおられる方の自宅前まで行くこ

とができない場所があります。  

 システムについては、コンビニクルシステムというのがあるんですけども、

三郷町も香芝市もそれを今使っておられるということでございます。  

 平群町内でデマンド型交通を導入する条件として、料金を４００円から５０

０円に設定すること、タクシーを１台から２台程度を借り上げ方式で運行を開

始して利用状況を検証して、対象者を６５歳から７０歳までの間で、また移動

困難者、身体障がい者、そのほかバスの利用できない方とするなどの条件がい

いのではないかというような御意見をいただいております。  

 これはあくまでもバス事業者、タクシー事業者の御意見ということで御理解

を願いたいと思います。  

 平群町といたしましては、これは１２月議会でも答弁させていただいており

ますけども、既存の公共交通をやはり守っていくことは重要であると考えてお

ります。デマンド型交通の導入の必要性、また導入の可能性については既存の

公共交通に与える影響も考慮していきたいと考えておりますので、財政状況も

含めて総合的に検討はしなければならないと考えております。  

 ただ、デマンド型交通の住民要望もあることは現実でありますので、さらに

交通事業者や関係機関、県、運輸支局とも協議検討を行いまして、また本町の

財政状況についても十分考慮し、平群町の住民の方に喜んでいただける地域に

適した公共交通を提案してまいりたいと考えております。デマンド型交通の導

入については、まだ検討が必要であると考えておりますので、よろしくお願い

いたします。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  
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 デマンド型公共交通導入に向けて早急にですね、バス事業者やタクシー事業

者の意見を聞いていただき、まず感謝を申し上げます。ありがとうございまし

た。まずお礼を申し上げておきます。デマンド型公共交通が住民の要望がある

ことは、行政の方が答えられたように認識されておられるということで、昨年

の１２月議会に西脇新町長は、生活に寄り添った利用しやすい地域公共交通対

策に取り組むと一応答弁されておられますが、改めてここで町長、再度その件

について、そのお考えはお変わりがないかということだけ確認をしておきます。 

 続きまして、その中でデマンド型公共交通導入により既存の路線バス事業者

に与える影響は私は否定できないと思いますが、現状でも先ほどおっしゃって

いただいたように、人口減、高齢者社会により通勤客の減少などの影響で、バ

ス利用者の減少は自然的な要因もあります。これは意見であるために、バス事

業者が存続するために、バスの小型化や減便などの合理化は必要やと。これは

企業努力の見解も今御答弁されました。また、公共交通について、平群町にデ

マンド型公共交通を導入されることについては否定できないが、既存の路線バ

スに与える影響は最小限になるようお願いしたいということで、バス事業者が

おっしゃっていただいたという意見を述べられました。町も既存の路線バスを

確保するためには、バス事業者とデマンド型公共交通導入に当たり、そろそろ

協議を具体的に進めるべきであると私は考えますが、その件についてお聞かせ

ください。  

 また、タクシー事業者の意見は三郷町、香芝市の事例を報告されましたが、

私が提案している平群町のデマンド型公共交通は白ナンバーの運行のため、回

答については基本的にはなっておらないということだけ認識していただきた

い。先ほど三郷町、香芝市は青ナンバー運行でございます。私が提案させてい

ただいてるのは白ナンバーということで、その事例については基本的に回答に

は入っていないということを、まず行政は認識していただきたいと思います。

その点、どうですか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 最初の１点目については町長から答弁があると思いますけども、まずそろそ

ろ具体的なということでございます。既に路線バス、コミバスという公共交通、

ほかにも福祉有償運送とか福祉タクシーとかが運行されております。コミバス、

路線バスというのは、先ほども馬本議員さんのほうから言われましたように、

利用者はだんだん減っておるというのは自然減少というのもあるんですけど

も、そういう中でコミバスにしても路線バスにいたしましても、長い年月をか



 

－２０４－ 

けまして住民の方々には定着しているというのも事実ではないかと思います。

そういうことで、やはり既存の公共交通を守っていかなければならないという

のは考えておるわけでございますけども、デマンド型交通といいますとドア・

ツー・ドアになれば、大変便利なものになるのはたしかでございます。ただ、

導入することで路線バス、コミバスに負担をかけて結果、廃止になるようなこ

とだけは避けなければならないと考えております。もちろん今の町の財政状況

も十分に考慮しなければならないと思いますし、町としては本当に今のところ

苦慮しているところではありますけども、今後、町としていろいろとまた提案

もさせていただきながら、議会でもいろいろ意見を頂戴したいと考えておりま

す。  

 それと、白ナンバーのデマンドということでございますけど、これにつきま

しても、先ほどちょっと申し上げましたけども、関係機関、特に運輸支局のほ

うに一度そういうことも含めまして協議したいなというふうに考えておりま

す。今ちょっと運輸支局も３月ということで、また異動の関係もありますので、

４月になればそういう係の方もおられると思いますので、その辺も協議してい

きたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 馬本議員の御質問に答えさせてもらいます。  

 １２月議会のほうで、私どもはデマンド型交通について財政的なことを含ま

して前向きに検討していくというふうに言っておりますので、その考えはその

まま変わっておりません。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 財政的な云々とかいう話は僕は言うてないの。まず町長、もう１回、生活に

寄り添った利用しやすい地域公共交通施策に取り組むという認識は変わってお

られませんかということを再度お願いしたい。それと次、瓜生君が今おっしゃ

った、ここは大事なことやで。今の公共交通のコミバスとか路線バスが廃止に

なることが怖いねんと。便利でええのは住民が求めてるのはようわかんねんと、

ならどうしろというねん。町の行政マンとしてどっちをとるかや。というのは、

ＮＣバスさんは、バス事業者は既存の路線バスに与える影響は最小限にしてほ

しいとおっしゃってるわけやろ、先ほど御答弁でおっしゃったんや。例を言い
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ますよ、まず運行時間帯、うちの平群町は９時から４時ごろまで運行しますよ

と。それやったら通勤の方とか通学の方には影響は与えない、これ一つね、ま

ず一つの例ですよ。それと、登録制になりますんで、６５歳以上の高齢者の方

の福祉対策の一つの公共交通の基本理念を持ってやりますとなれば、今言うた

ように、車の免許証を返上された方や車はそのまま乗りたいけど返上せざるを

得なかった人、こういう方に限定をするのが一つの政策でしょう。それと、先

ほど何か言うてはったな、ワンボックスカーは平群町は狭隘やからそこは入ら

ないから非常にぐあいが悪いって。僕が言うてるのは、そこでまずはそういう

ことになればね、車はワンボックスカーだけちゃうねん。１０人乗りを私が提

案してるならば、７人乗りのようなワンボックスカーも行けるわけやろう。車

を小さくしたらええ。要は導入する気があるのかないのかという問題が僕にし

たら非常に疑問視されるねん。けれども、言うたはることは、住民はデマンド

交通の要望が高いよということを自分らで認めてはんねんや。認めてはんねや

ったら、その政策に行ったらええねや。その政策へ行く場合は、バス事業者と

もよく話をし、こういうことでバス事業者に影響を与えないような時間帯の運

行をやりますよとかね、それぐらいのことをおっしゃたらいいんちゃうの。  

 それと、白ナンバー云々て、よう考えてみ、香芝市は高額で金要ってるって、

貸し切りやから、そんなんわかってんねや。ほんなら、もともと三郷町は当初

はメーター方式やってん。乗ってくれはったときからメーターをおろさはって、

２人乗らはったら、その最後におりはったときにメーターを上げる、それがメ

ーター方式や。今度は貸し切りと言うたな。せやから、今度は財政上より圧迫

するからぐあい悪いというようなこと言うたやろう、わかってんねや、そんな

もん。これ、よそから調べてあるねん。せやから、白ナンバーの平群町の自家

用の公共デマンド型のバスを、奈良県下で初の利用料金無料でしましょうかと、

こう言うてるわけや。それが何で高額に高うつくの。私の積算で２台で１ ,６０

０万だったらやっていけると前言うたやんか。それはワンボックスの大きい車

ですよ、小さい車で７人乗りになったら、ひょっとしたらもうちょっと安価に

なるかもわかれへん。せやから、登録制にして時間帯も考えながら車も縮小し

て、この間、平群町の高齢化率は３７．３とおっしゃったかな。それだけ高齢

化した平群町で、またこういう地形やから高低差がある地域において本当に買

い物も行けない、それとお医者さんも行きとうても行けない。そこのバス停ま

で行くのはしんどい、夏になったらまた暑い、買い物してバス停で帰ってきて、

また急な坂を上って、荷物を下げておうちまで持って帰らなけれならない。自

分ら、そんなんいろんなこと考えたことあるか。ということはな、住んでよか

った平群町と言うてもらえるように、今までたくさんの税金を納めていただい
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た高齢者の方やんか。そんな人らのことを何で考えへんの。それはまちづくり

というより、人づくりなんですよ、大事なのは。外へ出ていただくためには、

いろんなコミュニティーをとってもらって、いろんな人と会うて話もしていた

だいて元気になっていただいたらええことやんか。そういう政策をして初めて

福祉と言われる平群町の公共交通になるんちゃうの。そこら辺を鑑みて、私が

何で今回こう言ったか、もうそろそろ具体的に中身に入って、例えばＮＣさん

に、バス会社にこういう提案をして、こういうようにバス事業者に影響を与え

ないように、こういう時間帯もやります、乗っていただく方には登録制で何歳

以上の方に乗ってもらいますとか、いろんなことを提案しながらバス事業者さ

んにお話をしていくのが導入に向けての行政マンのお仕事ちゃうかなというふ

うに思うんやけどな。その点、再度、御答弁いただけますか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 いろいろと御提案をいただきましてありがとうございます。確かに、今後は

そういうやるという方向で行くのならば、バス事業者にいろいろと提案もして

負担のかからないようなことができるんかどうかも含めて検討はしなければな

らないと思います。ただ、デマンドとコミバスと路線バスと何をとんねんと言

われたら、やはり全てをとらなければならないと思います。ただ、それによっ

て、影響も出るというのを最小限に抑えていかなければならないというのは、

これも確かでございます。いずれにいたしましても、まだまだ検討しなければ

ならないことがありますんで、関係機関とも協議をしながら、またバス事業者、

タクシー事業者も協議して検討してまいりますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、私の考えということで、公約どおり、生活に寄り添った利用しや

すい地域公共交通に十分取り組んでまいりたいというふうに考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 西脇町長、そうなればデマンド公共交通しかないわけ。それについて返事し

て。というのは、改めて返事してほしいかというと、今、瓜生課長は変わった

ことを言うてん。何を言うたか、やるとの方向で行くならばと言うたんや。何

を言うてんねん、今ごろ、ということを私としては非常に憤りを感じたで。け
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れども、一課長でございますので、町の政策は最終は町長が決定権でございま

すので、その点も改めて町長のほうから御答弁を願えますか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 今、デマンド交通ということで言われております。確かに、平群町としても

地域公共交通、これについてはきちっと守っていかなければならない。とりあ

えず財政問題が一番大きな問題ではないかなというふうに考えております。今

後、導入に当たっても、運輸局等の調査もする必要がありますので、それにつ

いても引き続き調査研究していきたいと思っております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 西脇町長、そんな逃げ方だめよ。私は「はい、そうですか」と言わないよ。

もう何回この質問させてもうてんの。やるとの方向で行くならばという瓜生課

長の話やってん。その点、政策的な決定は町長にあるということやから、それ

は財政的な問題もあるでしょう。財政的な問題を鑑みながら、このデマンドタ

クシーについては導入していくというようなことで前向きに検討する、この前

におっしゃってんで。デマンド型公共交通導入については、財政的なことも踏

まえ、前向きに検討してまいりますと、これは１２月議会でおっしゃったんや。

せやから、そろそろ具体的に入っていただけませんかと、きょう、質問してん、

おかしいか。何も私は行政とルール違反してませんよ、議員として。きちっと

段階を踏んでお話をさせていただいてますよ。ならば、町長の答弁は１２月か

ら後退してまんのかいな。町長、それはないと思う。せやから、財政問題も含

めて考えながら前向きに検討していくというのは、具体的にやってちょうだい

と今言うたのは、バス会社には影響をあんまり与えない、最小限で与えないよ

うな政策を平群町が、例えば時間帯とか乗っていただく方の年齢の制限とか登

録していただく方の対応、そういうやつを一応ＮＣさんといろいろ具体的に話

をしていただけないでしょうかと、こう言うてんねんから、町長、どうですか。

これは瓜生君に答えは出してもらわれへんわ、課長やから。やっぱり町長の政

策やからな。財政的な問題はわかるんですよ、それを鑑みながら、それはそれ

として具体的に導入に向けてのバス事業者と協議をしていくと。影響をあんま

り与えないというふうな形をとりながら、それはそっちが考えるべきやねんで、

行政が。なぜって、瓜生課長、住民はこのデマンド公共交通を望んではんねか

ら、それをあなたは認識してへん、町長は認識してはんねから。住民の要望を
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達成していくのが行政の仕事ちゃうというふうなことと思いますよ。せやから、

どうですか、瓜生君、その点は。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 前向きにということで言うならば、バス事業者に登録制とか時間帯とかのこ

とについても、私どものほうから提案をさせていただいて、バス事業者として

の考えを聞いていきたいと思います。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 前が抜けてんねんて、デマンド型公共交通導入についてですよ、バス事業者

に影響を与えないというふうな提案もしながら、具体的な話を取り組んでいき

たいというんやったら話はわかるねん、どうですか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 私は今そういうふうな思いで提案をさせていただきたいと。バス事業者には

そういう提案をさせていただきたいと考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 新町長はどうですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 今、馬本議員から言われましたように、デマンド公共交通の導入に向けての

バス事業者への提案とか、あと利用者の人数等の把握とか、そういった形で努

めてまいりたいというふうに考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 今、瓜生君が答えた答弁で認識はよろしいねんな、町長、それだけイエスか

ノーかだけ言うてください。瓜生君の御答弁に対してイエスかノーかでよろし

いねん。  
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○議  長  

 町長。  

○町  長  

 総務防災課長が答弁したとおり、検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 ありがとうございました。瓜生総務防災課長、えらいすみません。前向きに

具体的に取り組むような御答弁をいただきました。非常に感謝を申し上げます。

町長、ひとつよろしくお願いいたします。一日も早く住民にとって、特に高齢

者にとって身近な公共交通が設置できますことを御祈念申し上げまして、私の

一般質問をこれで終わります。議長、ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、馬本君の一般質問をこれで終わります。  

 これをもって一般質問を終結いたします。  

 以上で本日の日程は終了いたしました。  

 これをもって散会いたします。  

（ブー）  

散    会  （午後  ３時５２分）  


